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操作マニュアル

【解体等完了確認申請書提出（太陽光50kW未満以外）】 

このマニュアルでは、解体等完了確認申請書を提出するための手続について説明します
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2

解体等完了確認申請書提出

ログインID、パスワードを入力します。

「ログイン」ボタンをクリックします。

解体等完了確認申請書の提出方法の手順です。
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解体等完了確認申請書提出

ログイン後、マイページが表示されます。

「認定設備」をクリックします。
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解体等完了確認申請書提出

「設備設備一覧」ボタンをクリックします。
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解体等完了確認申請書提出

「参照」ボタンをクリックします。

検索画面が表示されますので、解体等完了確認申請書提出対象の設備を検索します。

＊＊＊＊
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解体等完了確認申請書提出

「解体等完了確認申請書提出」ボタンをクリックします。

設備の参照画面の下部に「解体等完了確認申請書提出」が表示されます。

※太陽光10kW以上、もしくは太陽光10kW未満で複数太陽光事業に該当する場
合のみ表示されます。
※解体等完了確認申請書の登録を行うためには、廃止届出の申請が必要です。

＊＊＊＊
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解体等完了確認申請書提出[情報入力]

解体等完了確認申請書提出の登録画面が表示されます。

提出内容を入力します。
※廃止届出とともに提出す
る場合は必ず先に廃止届出
を申請してから当該提出を
行ってください。

「内容確認」ボタンをクリックします。

GビズIDの利用の有無について
該当の選択肢を選択します。
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解体等完了確認申請書提出[内容確認]

「保存して次に進む」ボタンをクリックします。
◎GビズIDの利用の有無で[GビズIDを利用します]を選択した場合
：マニュアルP.9へ進みます。
◎GビズIDの利用の有無で[GビズIDを利用しません]を選択した場合
：マニュアルP.10へ進みます。

解体等完了確認申請書提出の確認画面が表示されます。

＊＊＊＊
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解体等完了確認申請書提出[内容確認]

GビズIDを利用して手続きを行う場合、GビズIDログインをクリックしてGビズID認証を行います。
※当該申請において、すでにGビズID認証を実施した場合（補正内容の修正の際など）は
 再度のGビズID認証は不要なためマニュアルP.10へお進みください。

GビズIDを利用して手続きを進めます
「GビズIDログイン」ボタンをクリックします
GビズID認証画面に進みます
※GビズID認証方法は【GビズID認証】マニュアルを参照
してください
※GビズID認証完了後、マニュアルP.10へお進みください

GビズIDを利用しない手続きに戻りたい場
合は「戻る」ボタンをクリックます
申請内容登録画面に戻ります
※マニュアルP.7に戻り、GビスIDを利用しないを選
択してください

[GビズIDを利用する]を選択した場合

GビズIDを取得したい場合は予め、
GビズIDのサイト（https://gbiz-
id.go.jp/top/）からGビズIDを
取得してください
※利用できるアカウント種別はプライムとメ
ンバーのみです

https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
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解体等完了確認申請書提出[書類添付]

[添付ファイル]アップロード用一覧
※必須項目は必ずアップロードしてください。

解体等完了確認申請書提出の書類添付画面が表示されます。
必要な書類をアップロードしてください。

「提出」ボタンをクリックします。
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解体等完了確認申請書提出

＊＊＊＊

「申請書の印刷はこちら」をクリックします
解体等完了確認申請書提出内容参照画面
へ進みます
※この時点では仮登録状態であるため、提出さ
れておりません
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解体等完了確認申請書印刷

登録した解体等完了確認申請書提出の印刷方法の手順です。

※申請情報確定までの手順
が記載されているので、手順に
従い必ず申請情報確定まで
行ってください

「申請書印刷」ボタンをクリックします
注意メッセージが表示されます
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解体等完了確認申請書印刷

「ＯＫ」ボタンをクリックします
申請書のダウンロードが別ウインドウで始まります
※詳細は次ページ参照
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解体等完了確認申請書印刷

申請書のダウンロード処理が実行されるので、ファイルを保存し、
開いて内容を確認してください
※ブラウザによっては、自動で保存されます
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解体等完了確認申請書印刷

【申請書の保存・印刷時の注意点】
申請書の印刷には、「ポップアップ ウィンドウ」を利用しています。
ご利用のブラウザの設定によっては、「ポップアップ ブロック機能」により、申請書が印刷できな
い場合があります。
「ポップアップ ブロック機能」の解除方法をいくつかご案内いたしますので、お手数ですが設定
をお願いいたします。

<Chromeの場合>
①ポップアップブロックが設定されている状態で申請書の印刷を行うと、画面右上に「ポップア
ップがブロックされました」と表示されます。
②この表示部分をクリックすると詳細画面が表示されますので、表示されたURLをクリックい
ただくか、「サイト上のポップアップを常に許可する」を選択いただく必要があります。

※利用されているブラウザがマイクロソフト社のEdgeの場合、レイアウトが崩れるなどの
理由により、画面上の表示または印刷が正しく行われないことがありますので、一度ダウ
ンロードを行った上で、Adobe社のReaderソフト(Adobe Acrobat ReaderDCソ
フトウェア：無料）を使用して表示を行い、印刷をしてください。
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解体等完了確認申請情報確定

登録した解体等完了確認申請書提出の申請確定方法の手順です。

「申請書印刷」ボタン
ボタンが表示されている間は、何度でも申請書を印刷することができます。

「申請情報確定」ボタン
申請書を確認し、問題がなければクリックします。※マニュアル17Pへお進みください

「編集」ボタン
申請内容を修正したい場合、クリックして再度編集を行うことができます。

「削除」ボタン
当該申請を取り下げ（削除し）たい場合、クリックして取り下げ（削除）することができます。
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解体等完了確認申請情報確定

「申請情報確定」ボタンをクリックすると
編集が出来なくなる旨のメッセージが表示されます
問題なければ「はい」ボタンをクリックしてください
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解体等完了確認申請情報確定

＊＊＊＊
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解体等完了確認申請情報確定取り下げ

登録した解体等完了確認申請書提出の申請取り下げ方法の手順です。

申請の取り下げを行う場合は
「申請情報確定取り下げ」ボタンをクリックします

＊＊＊＊
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解体等完了確認申請情報確定取り下げ

申請情報の確定を取り下げて、
申請情報確定取り下げ完了画面へ進みます
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提出検索

「提出一覧」ボタンをクリック

登録した解体等完了確認申請書提出の内容の検索方法の手順です。
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提出検索

「検索」ボタンをクリックします。

検索条件を適宜入力して検索します。
検索条件はなしで検索することも可能です。
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提出検索

「参照」ボタンをクリックします。

＊＊ ＊＊
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提出検索

提出した内容を参照することができます。

＊＊＊＊



改訂履歴 /解体等完了確認申請書提出
版 改訂履歴 改訂内容 備考

1.0 2022/07/01 新規作成
2.0 2022/07/08 P.10～12,15,16,18 画面差し替え
3.0 2022/09/26 P.6 文言追加
4.0 2025/02/07 P.3,23 画面差し替え
5.0 2025/04/01 全体構成の修正
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